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浜
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市
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★
月
例
護
憲
平
和
行
進 

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合 

☆
新
内
閣
に
望
む
こ
と 

 

◆
９
月
１
６
日
、「
自
助
・
共
助
・
公
助
、
そ
し
て
絆
」
と
「
国
民
の
た
め
に
働
く
内
閣
」
を
モ
ッ
ト

ー
と
し
た
新
内
閣
が
、
６
割
以
上
の
支
持
率
を
得
て
誕
生
し
ま
し
た
。
自
己
責
任
に
重
き
を
置
き
、

政
治
責
任
を
の
が
れ
る
姿
勢
が
透
け
て
見
え
ま
す
。
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す

る
の
は
国
の
責
任
で
す
。 

 

◆
「
森
友
・
加
計
・
桜
を
見
る
会
」
の
解
明
を
求
め
る
国
民
の
声
は
５
４
％
に
達
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
対
し
首
相
は
「
再
調
査
は
し
な
い
」
と
言
い
切
り
ま
し
た
。「
公
文
書
の
改
ざ
ん
問
題
」
は
、

未
解
決
の
ま
ま
、
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
フ
山
口
会
長
逮
捕
に
も
素
知
ら
ぬ
顔
で
す
。
ま
さ
に
「
疑
惑
」
に

フ
タ
を
す
る
内
閣
で
す
。
国
民
の
声
に
耳
を
傾
け
早
急
に
再
調
査
を
す
べ
き
で
す
。 

 

◆
新
内
閣
が
掲
げ
る
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
新
設
、
行
政
縦
割
り
１
１
０
番
、
携
帯
料
金
引
き
下
げ
、
不
妊

治
療
の
助
成
な
ど
、
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
政
策
を
並
べ
て
お
り
ま
す
が
、
元
首
相
葬
儀
へ
の
９
６
０
０

万
円
の
税
金
支
出
は
納
得
が
行
き
ま
せ
ん
。
こ
の
葬
儀
費
用
に
国
民
は
疑
義
を
持
ち
ま
す
。 

 

◆
今
、
働
く
人
の
中
で
非
正
規
労
働
者
は
２
１
６
５
万
人
、
全
体
の
３
７
、
３
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。

一
生
懸
命
真
面
目
に
働
い
て
も
む
く
わ
れ
な
い
労
働
者
が
４
５
万
人
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

母
子
家
庭
の
実
情
は
大
変
厳
し
く
、
貯
金
が
な
い
世
帯
は
３
２
％
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。
生
活
困
窮

者
へ
の
生
活
支
援
を
急
ぐ
べ
き
で
す
。 

 

◆
沖
縄
の
民
意
に
反
し
て
進
め
て
い
る
辺
野
古
新
基
地
建
設
に
つ
い
て
、
そ
の
地
盤
は
軟
弱
で
活
断
層

が
あ
り
、
工
事
費
は
２
兆
５
５
０
０
億
円
と
巨
額
で
、
今
後
１
２
年
以
上
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
あ
ま
り
に
も
税
金
の
無
駄
遣
い
で
す
。
こ
の
費
用
を
コ
ロ
ナ
対
策
に
ま
わ
す
べ
き
で
す
。 

 

「
学
問
の
自
由
」（
憲
法
２
３
条
）
を
お
び
や
か
す
学
術
会
議
の
人
事 

 

◆
首
相
は
、
日
本
学
術
会
議
が
「
優
れ
た
研
究
・
業
績
が
あ
る
」
と
し
て
推
薦
し
た
新
会
員
候
補
者
１

０
５
人
の
う
ち
、
６
人
の
任
命
を
拒
み
ま
し
た
。
こ
の
６
人
は 

安
倍
政
権
が
推
進
し
た
「
安
保
法

制
」
や
「
共
謀
罪
」
法
、
改
憲
の
動
き
な
ど
に
疑
義
を
訴
え
て
き
た
人
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
首
相

も
官
房
長
官
も
拒
否
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
ま
せ
ん
。
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
い
前
政
権
以
来
の
悪

弊
と
い
え
ま
す
。
日
本
学
術
会
議
が
推
薦
し
た
方
は
ル
ー
ル
通
り
に
す
べ
き
で
す
。 

【
※
１
９
８
３
年
の
参
院
委
で
審
議
さ
れ
た
際
、
総
理
府
総
務
長
官
は
「
形
だ
け
の
推
薦
制
で
あ
っ
て
、
推
薦
し
て
い
た

だ
い
た
者
は
拒
否
は
し
な
い
」
と
明
言
し
、
２
０
０
４
年
度
以
降
も
そ
の
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
】 

  

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/              で検索 護憲浜松 

http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/


                    

☆
憲
法
二
十
三
条 

 
 
 
 
 

学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

 

☆
憲
法
二
十
五
条 

 

第
一
項 

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。 

 

第
二
項 

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生

の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 

 


